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  目      次  
    

   公安委員会規則 

 ○富山県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関す  

  る規則の一部を改正する規則                    １ 

   告  示 

 ○県税に係る徴収金の収納事務の委託についての一部改正        ２ 

 ○収去飼料の試験結果の公表                     ３ 

 ○道路の区域変更                          ６ 

 ○道路の供用開始                          ７ 

   公  告 

 ○肥料の登録                            ８ 

 ○肥料の登録有効期間の更新                      

 ○肥料の登録に係る事項の変更                    ９ 

 ○肥料の登録の失効                          
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の 

一部を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  令和３年12月22日 

                   富山県公安委員会委員長 神川 康子  

富山県公安委員会規則第７号 

   富山県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関 

   する規則の一部を改正する規則 

 富山県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 

（平成30年富山県公安委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「申請等に関するものは、別表第１の左欄に掲げる法令のそれぞれ同表 

の右欄に掲げる規定に基づく申請等とし、処分通知等に関するものは、別表第２の 

左欄に掲げる法令の同表の右欄に掲げる規定に基づく処分通知等とする」を「富山 
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県警察本部長が別に定める」に改める。 

 第10条中「のうち、富山県公安委員会に係るものは別に定めるものとし、富山県 

警察本部長及び警察署長に係るもの」を削り、「富山県警察本部長」を「、富山県 

警察本部長」に改める。 

 別表第１及び別表第２を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和４年１月４日から施行する。 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第502号 

   県税に係る徴収金の収納事務の委託についての一部改正について 

 県税に係る徴収金の収納事務の委託について（令和２年富山県告示第 171号）の 

一部を次のように改正する。 

  令和３年12月22日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 表を次のように改める。 
 

委託した相手方の所在地及び名称 委託内容 

東京都中央区日本橋本石町四丁目６番７号 

地銀ネットワークサービス株式会社 

収納した徴収金及びその収納 

情報のとりまとめ事務 

富山県富山市堤町通り一丁目２番26号 

株式会社北陸銀行 

収納した徴収金及びその収納 

情報のとりまとめに係る仲 

介、連絡調整等の事務 

北海道札幌市中央区南九条西五丁目 421番地 

株式会社セイコーマート 

直営店舗及び加盟店舗におけ 

る徴収金の収納事務 

東京都千代田区二番町８番地８ 

株式会社セブン－イレブン･ジャパン 

直営店舗及び加盟店舗におけ 

る徴収金の収納事務 

東京都港区芝浦三丁目１番21号 

株式会社ファミリーマート 

直営店舗及び加盟店舗におけ 

る徴収金の収納事務 

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地 665番 

地の１ 

株式会社ポプラ 

直営店舗及び加盟店舗におけ 

る徴収金の収納事務 

  



  令和３年 12月 22日       富 山 県 報      第 4877号  3   

 

 

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

ミニストップ株式会社 

直営店舗及び加盟店舗におけ 

る徴収金の収納事務 

東京都千代田区岩本町三丁目10番１号 

山崎製パン株式会社 

直営店舗及び加盟店舗におけ 

る徴収金の収納事務 

東京都品川区大崎一丁目11番２号 

株式会社ローソン 

直営店舗及び加盟店舗におけ 

る徴収金の収納事務 

東京都港区港南一丁目８番27号 

株式会社しんきん情報サービス 

MMK設置店の表示のある加盟 

店舗における徴収金の収納事 

務 

東京都品川区西品川一丁目１番１号 

LINE Pay株式会社 

スマートフォン決済アプリに 

おける徴収金の収納事務 

東京都千代田区紀尾井町１番３号 

PayPay株式会社 

スマートフォン決済アプリに 

おける徴収金の収納事務 

 

 

富山県告示第503号 

   収去飼料の試験結果の公表について 

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第56条 

第７項の規定により、令和３年10月に検査した収去飼料の試験結果の概要を次のと 

おり公表する。 

  令和３年12月22日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
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富山県告示第504号 

   道路の区域変更について 

 次のとおり道路の区域を変更するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第１項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において12月22日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和３年12月22日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 
 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メ ー ト ル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

県道 
 
宇奈月大沢 
野線 

 
魚津市石垣 565番から 
 
魚津市石垣村字柳坪1605 
番６まで 
 

変更前 

 
 
 
 
 

最大 11.2 
 

最小  6.9 
475.2 

新川土木
センター 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 16.1 
 

最小 12.2 
475.2 

県道 
 
宇奈月大沢 
野線 

魚津市石垣新3464番２か 
ら 
魚津市石垣村字柳坪1605 
番７まで 

変更前 

 
 
Ａ 
 
 

最大 37.9 
 

最小 12.2 
1047.4 

新川土木
センター 

魚津市石垣新3464番２か 
ら 
魚津市石垣村字柳坪1605 
番７まで 

変更後 

 
 
Ａ 
 
 

最大 37.9 
 

最小 12.2 
1047.4 

魚津市石垣新3464番２か 
ら 
魚津市大海寺新 150番２ 
まで 

 
 
Ｂ 
 
 

最大 47.5 
 

最小  9.0 
1489.2 

県道 
 
坪野湯上線 

 
魚津市室田63番２から 
 
魚津市室田 152番まで 
 

変更前 

 
 
 
 
 

最大  9.6 
 

最小  5.6 
393.5 

新川土木
センター  

魚津市室田63番１から 
 
魚津市室田 152番まで 
 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 11.1 
 

最小  7.7 
393.5 
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県道 
 
朝日宇奈月 
線 

下新川郡朝日町大家庄 
 379番から 
下新川郡朝日町大家庄 
 810番３まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大 28.0 
 

最小  7.3 
58.9 

新川土木
センター
入善土木
事務所 下新川郡朝日町大家庄 

 389番２から 
下新川郡朝日町大家庄 
 810番３まで 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 41.5 
 

最小 17.4 
59.1 

県道 
 
小矢部伏木 
港線 

高岡市東海老坂 456番２ 
から 
高岡市西海老坂 297番２ 
まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大 13.8 
 

最小 12.0 
161.5 

高岡土木
センター 

高岡市東海老坂 453番２ 
から 
高岡市西海老坂 297番２ 
まで 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 23.4 
 

最小 12.0 
161.5 

 

 

富山県告示第505号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において12月22日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和３年12月22日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

県道 
 
朝日宇奈月線 

下新川郡朝日町大家庄 389番２から 
 
下新川郡朝日町大家庄 810番３まで 

 
 

令和３年12月22日 
 
 

新川土木
センター
入善土木
事務所 

県道 
 
小矢部伏木港
線 

高岡市東海老坂 453番２から 
 
高岡市西海老坂 297番２まで 

 
 

令和３年12月22日 
 
 

高岡土木
センター 
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∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

肥料の登録について 

 肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第 127号）第７条第１項の規定 

により、次の肥料を登録したので、同法第16条第１項の規定により公告する。 

  令和３年12月22日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

登録番号 肥料の種類 肥料の名称 保証成分量(％) その他の規格 
生産業者の氏名又 
は名称及び住所 

登 録 の 
有効期限 

富山県 
第 485号 

貝化石肥料 
粒状43-8貝
化石苦土肥
料 

アルカリ分 43.0 
く溶性苦土  8.0 

該当なし。 
有限会社三真 
富山県高岡市醍醐 
 120番地 

令和９年 
10月18日 

 

 

肥料の登録有効期間の更新について 

 肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第 127号）第12条第２項の規定 

により、次のとおり肥料の登録の有効期間を更新したので、同法第16条第１項の規 

定により公告する。 

  令和３年12月22日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

登録番号 肥料の種類 肥料の名称 保証成分量(％) その他の規格 生産業者の氏名又 
は名称及び住所 

登 録 の 
有効期限 

富山県 
第 353号 貝化石肥料 35.0粒状貝

化石肥料 アルカリ分 35.0 

含有を許される
有害成分の最大
量は公定規格の
とおり。その他
の制限事項は公
定規格のとおり｡ 

いなほ化工株式会
社 
富山県高岡市駅南
４丁目８番６号 

令和９年 
11月14日 

富山県 
第 364号 

副産石灰肥
料 

40アサヒ副
産鉱さい石
灰１号 

アルカリ分 40.0 

含有を許される
有害成分の最大
量及びその他の
制限事項は公定
規格のとおり 

朝日化工株式会社 
富山県小矢部市下
後亟 503番地１ 

令和９年 
９月19日 

富山県 
第 365号 

副産石灰肥
料 

35アサヒ副
産鉱さい苦
土石灰肥料 

アルカリ分 35.0 
く溶性苦土  3.0 

含有を許される
有害成分の最大
量及びその他の
制限事項は公定
規格のとおり 

朝日化工株式会社 
富山県小矢部市下
後亟 503番地１ 

令和９年 
９月19日 
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富山県 
第 367号 

副産石灰肥
料 

40アサヒ副
産鉱さい石
灰３号 

アルカリ分 40.0 

含有を許される
有害成分の最大
量及びその他の
制限事項は公定
規格のとおり 

朝日化工株式会社 
富山県小矢部市下
後亟 503番地１ 

令和９年 
12月24日 

富山県 
第 408号 貝化石肥料 

粒状苦土入
りカルグリ
ーン 

アルカリ分 35.0 
く溶性苦土  3.0 該当なし 

東京化研株式会社 
埼玉県さいたま市
北区別所町37番地
の12 

令和９年 
７月31日 

富山県 
第 435号 

貝化石肥料 粒状貝化石 アルカリ分 35.0 該当なし 

株式会社寺畑商店 
富山県氷見市伊勢
大町二丁目17番２
号 

令和９年 
８月７日 

富山県 
第 451号 

混合石灰肥
料 

ファーム１
号 

アルカリ分 43.0 
く溶性苦土  8.0 

含有を許される
有害成分の最大
量及びその他の
制限事項は、公 
定規格のとおり｡ 

株式会社ワコー農
材 
大阪府大阪市中央
区備後町四丁目３
番４号 

令和９年 
11月27日 

富山県 
第 455号 

貝化石肥料 
35粒状苦土
入り貝化石
肥料 

アルカリ分 35.0 
く溶性苦土  3.0 

該当なし 
豊土化学株式会社 
富山県小矢部市下
後亟 503番地２ 

令和９年 
10月14日 

富山県 
第 456号 

貝化石肥料 オクト貝化
石肥料 

アルカリ分 35.0 該当なし 

株式会社オクト 
福岡県北九州市戸
畑区銀座１丁目５
番18号 

令和９年 
10月15日 

 

 

肥料の登録に係る事項の変更について 

 肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第 127号）第13条第４項の規定 

により同法第16条第１項第２号の事項に係る変更の届出があったので、同条第２項 

の規定により次のとおり公告する。 

  令和３年12月22日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

登録番号 肥料の種類 肥料の名称 生産業者の 
氏名又は名称 変更年月日 変更した 

事項 

変更内容 

変更前 変更後 

富山県 
第 477号 

副産石灰肥 
料 

粒状グリー 
ンマスター 

株式会社グリ
ーンコーポレ
ーション 

令和３年11
月８日 

肥料の名 
称 

粒状アルカ 
リ苦土肥料 
３号 

粒状グリー 
ンマスター 

 

 

肥料の登録の失効について 

 肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第 127号）第15条第１項の規定 
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により、次の肥料の登録は失効したので、同法第16条第１項の規定により公告する。 

  令和３年12月22日 

                    富山県知事 新  田  八  朗   
 

登録番号 肥料の種類 肥料の名称 保証成分量（％） 
 

その他の規格 
 

生産業者の氏名又は名 
称及び住所 

富山県 
第 363号 

副産石灰肥
料 

40粒状アサ
ヒ副産鉱さ
い石灰肥料 

アルカリ分 40.0 

含有を許される有
害成分の最大量及
びその他の制限事
項は公定規格のと
おり 

朝日化工株式会社 
富山県小矢部市下後亟 
 503番地１ 

富山県 
第 454号 

混合石灰肥
料 

銅入り貝化
石苦土肥料 
１号 

アルカリ分 35.0 
く溶性苦土  4.0 

含有を許される有
害成分の最大量及
びその他の制限事
項は、公定規格の
とおり。 

昭和肥料株式会社 
富山県小矢部市東福町 
10番１号 
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